
 

プレスリリース 

 
2020年 11月 9日 

Peach Aviation株式会社 

 

11月および 12月の国際線減便について 
 
 

Peach Aviation株式会社（以下： Peach、代表取締役 CEO： 森 健明）は、本日、下記の通り 11月および

12月の国際線における減便を決定いたしました。 

 

 

◎本日発表の減便数 

対象期間 対象路線数 計画便数 減便数 

11月 21日～12月 31日 3路線 105便 46便 

 

 
 

◎減便詳細 （11月 21日～12月 31日分） 

路線 変更前の便数 変更後の便数 便名 

大阪（関西）－台北（桃園） 3往復/週 1～3往復/週 027/022 

東京（羽田）－台北（桃園） 3往復/週 1～3往復/週 859/860 

東京（成田）－台北（桃園） 3往復/週 1～3往復/週 627/620 

 
 

・新型コロナウイルス感染対策に関する特設ページ 
https://www.flypeach.com/information/jp/infection_control/ 

・運休および減便のご案内に関する特設ページ 
https://www.flypeach.com/news/suspension 
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